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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子部品を吸着する吸着ヘッドと、前記吸着ヘッドに吸着力を付与する吸着力付与手段と
、前記吸着ヘッドの吸着力を解除する吸着力破壊手段とを備え、前記電子部品の吸着保持
および解放を行う電子部品吸着装置において、
　前記吸着ヘッドの吸着面には、前記吸着ヘッドの吸着力を解除するための流体が通過可
能な溝部が形成されており、
　前記電子部品が固定位置に保持されているときに、前記電子部品を冷却するために前記
電子部品に対して、前記吸着ヘッドの吸着力を解除するための流体を吹き付けることを特
徴とする電子部品吸着装置。
【請求項２】
前記電子部品に対する前記流体の吹き付けは、制御手段から前記吸着力破壊手段へ指令信
号を送出することにより実行されることを特徴とする請求項１記載の電子部品吸着装置。
【請求項３】
前記電子部品に吹き付けられる前記流体を所定温度に制御する温度制御ユニットをさらに
備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の電子部品吸着装置。
【請求項４】
前記吸着力付与手段は、流体供給源と、前記吸着ヘッドに接続されるエジェクタと、前記
流体供給源、前記エジェクタおよび前記吸着ヘッドで構成される流体路に設けられたエジ
ェクタ弁と、を含むことを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の電子部品吸着装置。
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【請求項５】
前記吸着力破壊手段は、流体供給源と、前記流体供給源および前記吸着ヘッドに接続され
た破壊弁と、を含むことを特徴する請求項１～４の何れかに記載の電子部品吸着装置。
【請求項６】
前記吸着力付与手段の流体供給源と前記吸着力破壊手段の流体供給源とは、同一の流体供
給源であることを特徴とする請求項４または５記載の電子部品吸着装置。
【請求項７】
前記電子部品に吹き付けられる前記流体は、前記吸着力付与手段に印加される流体が共用
されることを特徴とする請求項１～６の何れかに記載の電子部品吸着装置。
【請求項８】
被試験電子部品を吸着する吸着ヘッドと、前記吸着ヘッドに吸着力を付与する吸着力付与
手段と、前記吸着ヘッドの吸着力を解除する吸着力破壊手段とを備え、前記被試験電子部
品の端子をテストヘッドのコンタクト部へ押し付けてテストを行う電子部品試験装置にお
いて、
　前記吸着ヘッドの吸着面には、前記吸着ヘッドの吸着力を解除するための流体が通過可
能な溝部が形成されており、
　前記被試験電子部品のテスト中の少なくとも任意時間だけ、前記吸着ヘッドに押圧され
た被試験電子部品を冷却するために前記被試験電子部品に対して、前記吸着ヘッドの吸着
力を解除するための流体を吹き付けることを特徴とする電子部品試験装置。
【請求項９】
前記コンタクト部の周囲雰囲気温度を一定にするためのチャンバをさらに備えたことを特
徴とする請求項８記載の電子部品試験装置。
【請求項１０】
請求項１～７の何れかに記載の電子部品吸着装置を備えたことを特徴とする電子部品試験
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＩＣチップなどの電子部品を所定の温度で試験する電子部品試験装置およびこ
れに用いられる電子部品吸着装置に関し、特に高温試験時における電子部品の自己発熱を
抑制して電子部品の損傷を防止するとともに正確な温度で試験を行うことができる電子部
品試験装置および電子部品吸着装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置などの製造課程においては、最終的に製造されたＩＣチップなどの電子部品を
試験する試験装置が必要となる。このような試験装置の一種として、常温または常温より
も高い温度条件もしくは低い温度条件で、ＩＣチップを試験するための装置が知られてい
る。ＩＣチップの特性として、常温または高温もしくは低温でも良好に動作することの保
証が必要とされるからである。
【０００３】
この種の電子部品試験装置においては、テストヘッドの上部をチャンバで覆って内部を密
閉空間とし、このチャンバ内部を常温、高温または低温といった一定温度環境にしたうえ
で、ＩＣチップをテストヘッドの上に搬送し、そこでＩＣチップをテストヘッドに押圧し
て電気的に接続することで試験を行う。このような試験により、ＩＣチップは良好に試験
され、少なくとも良品と不良品とに分類される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、近年におけるＩＣチップの高速化および高集積化に伴い、動作時の自己発熱量
が増加する傾向となり、試験中においてもこうした自己発熱量は増加傾向にある。たとえ
ば、ＩＣチップの種類によっては３０ワットもの自己発熱を生じるものがある。
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【０００５】
このため、たとえば１２５℃前後の高温試験を行うと、この熱量に加えて自己発熱による
熱量がＩＣチップに印加され、これによりＩＣチップの温度がその許容限界を超えてしま
うおそれがある。また、常温試験や低温試験においても、たとえチャンバ内部を一定温度
に維持したとしても、ＩＣチップの自己発熱量が生じるため目的とする試験温度で試験す
ることが困難となる。
【０００６】
本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、高温試験時におけ
る電子部品の自己発熱を抑制して電子部品の損傷を防止するとともに正確な温度で試験を
行うことができる電子部品吸着装置および電子部品試験装置を提供することを目的とする
。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
（１）上記目的を達成するために、請求項１記載の電子部品吸着装置は、電子部品を吸着
する吸着ヘッドと、前記吸着ヘッドに吸着力を付与する吸着力付与手段と、前記吸着ヘッ
ドの吸着力を解除する吸着力破壊手段とを備え、前記電子部品の吸着保持および解放を行
う電子部品吸着装置において、前記吸着ヘッドの吸着面には、前記吸着ヘッドの吸着力を
解除するための流体が通過可能な溝部が形成されており、前記電子部品が固定位置に保持
されているときに、前記電子部品を冷却するために前記電子部品に対して、前記吸着ヘッ
ドの吸着力を解除するための流体を吹き付けることを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項８記載の電子部品試験装置は、被試験電子部品を吸着する吸着ヘッドと、
前記吸着ヘッドに吸着力を付与する吸着力付与手段と、前記吸着ヘッドの吸着力を解除す
る吸着力破壊手段とを備え、前記被試験電子部品の端子をテストヘッドのコンタクト部へ
押し付けてテストを行う電子部品試験装置において、前記吸着ヘッドの吸着面には、前記
吸着ヘッドの吸着力を解除するための流体が通過可能な溝部が形成されており、前記被試
験電子部品のテスト中の少なくとも任意時間だけ、前記吸着ヘッドに押圧された被試験電
子部品を冷却するために前記被試験電子部品に対して、前記吸着ヘッドの吸着力を解除す
るための流体を吹き付けることを特徴とする。
【０００９】
吸着ヘッドで吸着された電子部品を解放する際に、単に吸着力の印加を停止しただけでは
電子部品が円滑に解放されないことが少なくない。電子部品が小さく軽量であればあるほ
ど、この問題は顕著となる。このため、吸着力破壊手段を設け、吸着ヘッドに吸着保持さ
れた電子部品に対してエアーなどの吸着用流体を強制的に逆流させて当該吸着力を解除す
ることで、電子部品を円滑に解放することが行われる。
【００１０】
本発明では、この吸着力破壊手段を利用して、テスト中の少なくとも任意時間だけ、吸着
ヘッドに押圧された被試験電子部品に対して吸着ヘッドの吸着力を解除するための流体を
吹き付けるので、テスト中に生じる自己発熱を周囲に放熱させることができる。この結果
、特に高温テストなどで問題とされる過熱による電子部品の破壊または損傷を防止するこ
とができる。
【００１１】
また、高温テストに限らず、流体を吹き付けることにより自己発熱による昇温が抑制され
るので、目的とする正確な温度でテストを行うことができ、テスト結果の信頼性が向上す
る。
【００１３】
吸着面に形成された溝部に流体が流れることで、電子部品に対する冷却効果が助長され、
上述した自己発熱による昇温の抑制効果がより顕著となる。また、昇温抑制効果が高まる
ことにより、少量の流体で、または短時間の流体の吹き付けで冷却することができる。
【００１４】
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（２）上記発明において、流体を吹き付けるための動作指令については特に限定されない
が、請求項２および１０記載の発明では、前記電子部品に対する前記流体の吹き付けは、
制御手段から前記吸着力破壊手段へ指令信号を送出することにより実行されることを特徴
とする。
【００１５】
吸着ヘッドに電子部品を吸着保持したり吸着ヘッドから解放するために吸着力付与手段お
よび吸着力破壊手段が制御されるが、この制御を統制する制御手段を共用するか或いは他
の制御手段を設けるかなどして、流体の吹き付けを行うことができる。
【００１６】
（３）上記発明において、電子部品に吹き付けられる流体の温度は特に限定されないが、
請求項３および１０記載の発明では、前記電子部品に吹き付けられる前記流体を所定温度
に制御する温度制御ユニットをさらに備えたことを特徴とする。
【００１７】
電子部品に吹き付けられる流体の温度を所定温度に制御することで、上述した冷却効果が
より効率的に発揮される。
【００１８】
（４）上記発明において、吸着力付与手段の具体的構成は特に限定されないが、請求項４
および１０記載の発明では、前記吸着力付与手段は、流体供給源と、前記吸着ヘッドに接
続されるエジェクタと、前記流体供給源、前記エジェクタおよび前記吸着ヘッドで構成さ
れる流体路に設けられたエジェクタ弁と、を含むことを特徴とする。
【００１９】
すなわち、エアーなどの流体を流体供給源からエジェクタに供給することで吸着ヘッドに
電子部品を吸着保持することができる。この吸着力のＯＮ／ＯＦＦはエジェクタ弁の開閉
により行われる。
【００２０】
　また、上記発明において、吸着力破壊手段の具体的構成は特に限定されないが、請求項
５および１０記載の発明では、前記吸着力破壊手段は、流体供給源と、前記流体供給源お
よび前記吸着ヘッドに接続された破壊弁と、を含むことを特徴する。
【００２１】
すなわち、エアーなどの流体を流体供給源から吸着ヘッドに供給することで、当該吸着ヘ
ッドに吸着力とは逆方向に流体が流れるので、小さく軽量な電子部品であっても確実かつ
正確に解放することができる。この解放のＯＮ／ＯＦＦは破壊弁の開閉により行われる。
【００２２】
（５）これら請求項４，５および１０記載の発明においては特に限定されないが、請求項
６および１０記載の発明では、前記吸着力付与手段の流体供給源と前記吸着力破壊手段の
流体供給源とは、同一の流体供給源であることを特徴とする。こうすることで、流体供給
用回路が簡素化され、コストダウンを図ることができる。
【００２３】
　また、これら請求項４，５および１０記載の発明においては特に限定されないが、請求
項７および１０記載の発明では、前記電子部品に吹き付けられる前記流体は、前記吸着力
付与手段に印加される流体が共用されることを特徴とする。こうすることでも、電子部品
吸着装置および電子部品試験装置の流体供給用回路が簡素化され、コストダウンを図るこ
とができる。
【００２４】
（６）上記発明においては特に限定されないが、請求項９記載の発明は、前記コンタクト
部の周囲雰囲気温度を一定にするためのチャンバをさらに備えたことを特徴とする。
【００２５】
チャンバ内の雰囲気温度を一定に維持することで電子部品に所定温度を印加するタイプの
電子部品試験装置に本発明を適用すると、上述した効果がより顕著となる。
【００２６】
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（８）上記発明において、流体の種類は特に限定されないが、取り扱いが容易であること
や安価であることなどを考慮すればエアーがより好ましい。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
図１は本発明の電子部品試験装置の実施形態を示す斜視図、図２は同電子部品試験装置に
おける被試験ＩＣの取り廻し方法を示す概念図、図３は同電子部品試験装置に設けられた
各種の移送装置を模式的に示す平面図、図１２は同電子部品試験装置のテストチャンバに
おける被試験ＩＣの取り廻し方法を説明するための断面図（図３の XII-XII線相当）、図
１３は同電子部品試験装置のアンローダ部における被試験ＩＣの取り廻し方法を説明する
ための断面図（図３の XIII-XIII線相当）である。
【００２８】
なお、図２および図３は、本実施形態の電子部品試験装置における被試験ＩＣの取り廻し
方法および搬送装置の動作範囲を理解するための図であって、実際には上下方向に並んで
配置されている部材を平面的に示した部分もある。したがって、その機械的（三次元的）
構造は図１を参照して説明する。
【００２９】
本実施形態の電子部品試験装置１は、被試験ＩＣに、たとえば常温、または１２５℃程度
の高温、もしくはたとえば－３０℃程度の低温の温度ストレスを与えた状態でＩＣが適切
に動作するかどうかを試験（検査）し、当該試験結果に応じてＩＣを分類する装置であっ
て、こうした温度ストレスを与えた状態での動作テストは、試験対象となる被試験ＩＣが
多数搭載されたトレイ（図示は省略するが、以下、カスタマトレイＫＴともいう。）から
当該電子部品試験装置１内を搬送されるＩＣキャリアＣＲ（図５参照）に被試験ＩＣを載
せ替えて実施される。
【００３０】
このため、本実施形態の電子部品試験装置１は、図１および図２に示すように、これから
試験を行なう被試験ＩＣを格納し、また試験済のＩＣを分類して格納するＩＣ格納部１０
０と、このＩＣ格納部１００から送られる被試験ＩＣをチャンバ部３００に送り込むロー
ダ部２００と、テストヘッドを含むチャンバ部３００と、チャンバ部３００で試験が行な
われた試験済のＩＣを分類して取り出すアンローダ部４００とから構成されている。
【００３１】
ＩＣ格納部１００
ＩＣ格納部１００には、試験前の被試験ＩＣを格納する試験前ＩＣストッカ１０１と、試
験の結果に応じて分類された被試験ＩＣを格納する試験済ＩＣストッカ１０２とが設けら
れている。
【００３２】
これらの試験前ＩＣストッカ１０１及び試験済ＩＣストッカ１０２は、枠状のトレイ支持
枠と、このトレイ支持枠の下部から侵入して上部に向って昇降可能とするエレベータとを
具備して構成されている。トレイ支持枠には、カスタマトレイＫＴが複数積み重ねられて
支持され、この積み重ねられたカスタマトレイＫＴのみがエレベータによって上下に移動
される。
【００３３】
そして、試験前ＩＣストッカ１０１には、これから試験が行われる被試験ＩＣが格納され
たカスタマトレイＫＴが積層されて保持される一方で、試験済ＩＣストッカ１０２には、
試験を終えた被試験ＩＣが適宜に分類されたカスタマトレイＫＴが積層されて保持されて
いる。
【００３４】
なお、これら試験前ＩＣストッカ１０１と試験済ＩＣストッカ１０２とは同じ構造とされ
ているので、試験前ＩＣストッカ１０１と試験済ＩＣストッカ１０２とのそれぞれの数を
必要に応じて適宜数に設定することができる。
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【００３５】
図１及び図２に示す例では、試験前ストッカ１０１に１個のストッカＬＤが割り当てられ
、またその隣にアンローダ部４００へ送られる空ストッカＥＭＰが１個割り当てられると
ともに、試験済ＩＣストッカ１０２として５個のストッカＵＬ１，ＵＬ２，…，ＵＬ５が
割り当てられて試験結果に応じて最大５つの分類に仕分けして格納できるように構成され
ている。つまり、良品と不良品の別の外に、良品の中でも動作速度が高速のもの、中速の
もの、低速のもの、あるいは不良の中でも再試験が必要なもの等に仕分けされる。
【００３６】
ローダ部２００
上述したカスタマトレイＫＴは、ＩＣ格納部１００と装置基板２０１との間に設けられた
トレイ移送アーム（図示省略）によってローダ部２００の窓部２０２に装置基板２０１の
下側から運ばれる。そして、このローダ部２００において、カスタマトレイＫＴに積み込
まれた被試験ＩＣを第１の移送装置２０４によって一旦ピッチコンバーションステージ２
０３に移送し、ここで被試験ＩＣの相互の位置を修正するとともにそのピッチを変更した
のち、さらにこのピッチコンバーションステージ２０３に移送された被試験ＩＣを第２の
移送装置２０５を用いて、チャンバ部３００内の位置ＣＲ１（図４参照）に停止している
ＩＣキャリアＣＲに積み替える。
【００３７】
窓部２０２とチャンバ部３００との間の装置基板２０１上に設けられたピッチコンバーシ
ョンステージ２０３は、比較的深い凹部を有し、この凹部の周縁が傾斜面で囲まれた形状
とされたＩＣの位置修正およびピッチ変更手段であり、この凹部に第１の移送装置２０４
に吸着された被試験ＩＣを落し込むと、傾斜面で被試験ＩＣの落下位置が修正されること
になる。これにより、たとえば４個の被試験ＩＣの相互の位置が正確に定まるとともに、
カスタマトレイＫＴとＩＣキャリアＣＲとの搭載ピッチが相違しても、位置修正およびピ
ッチ変更された被試験ＩＣを第２の移送装置２０５で吸着してＩＣキャリアＣＲに積み替
えることで、ＩＣキャリアＣＲに形成されたＩＣ収容部１４に精度良く被試験ＩＣを積み
替えることができる。
【００３８】
カスタマトレイＫＴからピッチコンバーションステージ２０３へ被試験ＩＣを積み替える
第１の移送装置２０４は、図３に示すように、装置基板２０１の上部に架設されたレール
２０４ａと、このレール２０４ａによってカスタマトレイＫＴとピッチコンバーションス
テージ２０３との間を往復する（この方向をＹ方向とする）ことができる可動アーム２０
４ｂと、この可動アーム２０４ｂによって支持され、可動アーム２０４ｂに沿ってＸ方向
に移動できる可動ヘッド２０４ｃとを備えている。
【００３９】
この第１の移送装置２０４の可動ヘッド２０４ｃには、吸着ヘッド２０４ｄが下向きに装
着されており、この吸着ヘッド２０４ｄが空気を吸引しながら移動することで、カスタマ
トレイＫＴから被試験ＩＣを吸着し、その被試験ＩＣをピッチコンバーションステージ２
０３に落とし込む。こうした吸着ヘッド２０４ｄは、可動ヘッド２０４ｃに対して例えば
４本程度装着されており、一度に４個の被試験ＩＣをピッチコンバーションステージ２０
３に落とし込むことができる。
【００４０】
一方、ピッチコンバーションステージ２０３からチャンバ部３００内のＩＣキャリアＣＲ
１へ被試験ＩＣを積み替える第２の移送装置２０５も同様の構成であり、図１および図３
に示すように、装置基板２０１およびテストチャンバ３０１の上部に架設されたレール２
０５ａと、このレール２０５ａによってピッチコンバーションステージ２０３とＩＣキャ
リアＣＲ１との間を往復することができる可動アーム２０５ｂと、この可動アーム２０５
ｂによって支持され、可動アーム２０５ｂに沿ってＸ方向に移動できる可動ヘッド２０５
ｃとを備えている。
【００４１】
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この第２の移送装置２０５の可動ヘッド２０５ｃには、吸着ヘッド２０５ｄが下向に装着
されており、この吸着ヘッド２０５ｄが空気を吸引しながら移動することで、ピッチコン
バーションステージ２０３から被試験ＩＣを吸着し、テストチャンバ３０１の天井に開設
された入口３０３を介して、その被試験ＩＣをＩＣキャリアＣＲ１に積み替える。こうし
た吸着ヘッド２０５ｄは、可動ヘッド２０５ｃに対して例えば４本程度装着されており、
一度に４個の被試験ＩＣをＩＣキャリアＣＲ１へ積み替えることができる。
【００４２】
チャンバ部３００
本実施形態に係るチャンバ部３００は、ＩＣキャリアＣＲに積み込まれた被試験ＩＣに目
的とする高温又は低温の温度ストレスを与える恒温機能を備えており、熱ストレスが与え
られた状態にある被試験ＩＣを恒温状態でテストヘッド３０２のコンタクト部３０２ａに
接触させ、図外のテスタにテストを行わせる。
【００４３】
ちなみに、本実施形態の電子部品試験装置１では、被試験ＩＣに低温の温度ストレスを与
えた場合には後述するホットプレート４０１で除熱することで被試験ＩＣへの結露を防止
するが、被試験ＩＣに高温の温度ストレスを与えた場合には、自然放熱によって除熱する
。ただし、別途の除熱槽または除熱ゾーンを設けて、高温を印加した場合は被試験ＩＣを
送風により冷却して室温に戻し、また低温を印加した場合は被試験ＩＣを温風またはヒー
タ等で加熱して結露が生じない程度の温度まで戻すように構成しても良い。
【００４４】
コンタクト部３０２ａを有するテストヘッド３０２は、テストチャンバ３０１の中央下側
に設けられており、このテストヘッド３０２の両側にＩＣキャリアＣＲの静止位置ＣＲ５
が設けられている。そして、この位置ＣＲ５に搬送されてきたＩＣキャリアＣＲに載せら
れた被試験ＩＣを第３の移送装置３０４によってテストヘッド３０２上に直接的に運び、
被試験ＩＣをコンタクト部３０２ａに電気的に接触させることにより試験が行われる。
【００４５】
また、試験を終了した被試験ＩＣは、ＩＣキャリアＣＲには戻されずに、テストヘッド１
０２の両側の位置ＣＲ５に出没移動するイグジットキャリアＥＸＴに載せ替えられ、チャ
ンバ部３００の外に搬出される。高温の温度ストレスを印加した場合には、このチャンバ
部３００から搬出されてから自然に除熱される。
【００４６】
図４は本実施形態におけるＩＣキャリアの搬送経路を説明するための要部斜視図、図５は
ＩＣキャリアの実施形態を示す斜視図、図６は図５の VI-VI線に沿う断面図（シャッタ閉
）、図７は図５の VII-VII線に沿う断面図（シャッタ開）、図８はチャンバ部３００にお
ける被試験ＩＣのテスト順序を説明するための平面図である。
【００４７】
まず、本実施形態のＩＣキャリアＣＲは、チャンバ部３００内を循環して搬送される。こ
の取り廻しの様子を図４に示すが、本実施形態では、まずチャンバ部３００の手前と奥と
のそれぞれに、ローダ部２００から送られてきた被試験ＩＣが積み込まれるＩＣキャリア
ＣＲ１が位置し、この位置ＣＲ１のＩＣキャリアＣＲは、図外の水平搬送装置によって水
平方向の位置ＣＲ２に搬送される。
【００４８】
なお、第２の移送装置２０５から被試験ＩＣを受け取る位置は、厳密にいえば同図に示す
位置ＣＲ１より僅かに上部とされている（この位置を図４に二点鎖線で示す）。これは、
テストチャンバ３０１の天井に開設された入口３０３にＩＣキャリアＣＲを下方から臨ま
せて、当該入口３０３をＩＣキャリアＣＲで遮蔽し、チャンバ部３００内の熱放出を防止
するためであり、このためにＩＣキャリアＣＲは、被試験ＩＣを受け取る際に位置ＣＲ１
から少しだけ上昇する。
【００４９】
位置ＣＲ２に搬送されたＩＣキャリアＣＲは、図４に示すエレベータ３１１によって鉛直
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方向の下に向かって幾段にも積み重ねられた状態で搬送され、位置ＣＲ５のＩＣキャリア
が空くまで待機したのち、最下段の位置ＣＲ３からテストヘッド３０２とほぼ同一レベル
位置ＣＲ４へ図外の水平搬送装置によって搬送される。主としてこの搬送中に、被試験Ｉ
Ｃに高温または低温の温度ストレスが与えられる。
【００５０】
さらに、図外の水平搬送装置によって、位置ＣＲ４からテストヘッド３０２側へ向かって
水平方向の位置ＣＲ５に搬送され、ここで被試験ＩＣのみがテストヘッド３０２のコンタ
クト部３０２ａへ送られる。被試験ＩＣがコンタクト部３０２ａへ送られたあとのＩＣキ
ャリアＣＲは、図外の水平搬送装置によってその位置ＣＲ５から水平方向の位置ＣＲ６へ
搬送されたのち、エレベータ３１４によって鉛直方向の上に向かって搬送され、元の位置
ＣＲ１に戻る。
【００５１】
このように、ＩＣキャリアＣＲは、チャンバ部３００内のみを循環して搬送されるので、
一旦昇温または降温してしまえば、ＩＣキャリア自体の温度はそのまま維持され、その結
果、チャンバ部３００における熱効率が向上することになる。
【００５２】
図５は本実施形態のＩＣキャリアＣＲの構造を示す斜視図であり、短冊状のプレート１１
の上面に８つの凹部１２が形成され、この凹部１２のそれぞれに被試験ＩＣを載せるため
のＩＣ収容部１４が２つずつ形成されている。
【００５３】
本実施形態のＩＣ収容部１４は、凹部１２にブロック１３を取り付けることによりプレー
ト１１の長手方向に沿って１６個形成され、プレート１１の長手方向における被試験ＩＣ
の搭載ピッチＰ１　（図８参照）が等間隔に設定されている。
【００５４】
ちなみに、本実施形態のＩＣ収容部１４には、プレート１１の凹部１２とブロック１３，
１３との間にガイド孔（図６参照）１７１が形成されたガイド用プレート１７が挟持され
ている。被試験ＩＣがチップサイズパッケージのＢＧＡ型ＩＣのようにパッケージモール
ドの外周によっては位置決め精度が確保できない場合等においては、ガイド用プレート１
７のガイド孔１７１の周縁によって被試験ＩＣの半田ボール端子ＨＢを位置決めし、これ
によりコンタクトピンへの接触精度を高めることができる。
【００５５】
図５に示すように、ＩＣキャリアＣＲには、当該ＩＣキャリアＣＲのＩＣ収容部１４に収
納された被試験ＩＣの位置ずれや飛び出し防止のため、その上面の開口面を開閉するため
のシャッタ１５が設けられている。
【００５６】
このシャッタ１５は、スプリング１６によってプレート１１に対して開閉自在とされてお
り、被試験ＩＣをＩＣ収容部１４に収容する際、またはＩＣ収容部１４から取り出す際に
、シャッタ開閉機構１８２を用いて図７のように当該シャッタ１５を開くことで、被試験
ＩＣの収容または取り出しが行われる。一方、シャッタ開閉機構１８２を解除すると、当
該シャッタ１５はスプリング１６の弾性力により元の状態に戻り、図６に示すようにプレ
ート１１のＩＣ収容部１４の開口面はシャッタ１５によって蓋をされ、これにより当該Ｉ
Ｃ収容部１４に収容された被試験ＩＣは、高速搬送中においても位置ズレや飛び出しが生
じることなく保持されることになる。
【００５７】
本実施形態のシャッタ１５は、図５に示すように、プレート１１の上面に設けられた３つ
の滑車１１２により支持されており、中央の滑車１１２がシャッタ１５に形成された長孔
１５２に係合し、両端に設けられた２つの滑車１１２，１１２はシャッタ１５の両端縁を
それぞれ保持する。
【００５８】
ただし、中央の滑車１１２とシャッタ１５の長孔１５２との係合は、プレート１１の長手
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方向に対して殆どガタツキがない程度とされており、これに対して両端の滑車１１２とシ
ャッタ１５の両端縁との間には僅かな隙間が設けられている。こうすることで、チャンバ
部３００内においてＩＣキャリアＣＲに熱ストレスが作用しても、それによる膨張または
収縮は中央の滑車１１２を中心にして両端へ振り分けられ、両端に設けられた隙間によっ
て適宜吸収される。したがって、シャッタ１５の長手方向全体の膨張または収縮量は、最
も膨張または収縮する両端でも半分の量となり、これによりプレート１１の膨張または収
縮量との格差を小さくすることができる。
【００５９】
本実施形態のシャッタの開閉機構は以下のように構成されている。
まず、図４に示すＩＣキャリアＣＲの取り廻し経路において、シャッタ１５を開く必要が
ある位置は、第２の移送装置２０５から被試験ＩＣを受け取る位置ＣＲ１（厳密にはその
僅かに上部の窓部３０３）と、この被試験ＩＣを第３の移送装置３０４によってテストヘ
ッド３０２のコンタクト部３０２ａへ受け渡す位置ＣＲ５の２ヶ所である。
【００６０】
本実施形態では、位置ＣＲ１においては図４および図６，７に示すように、シャッタの開
閉機構として、シャッタ１５の上面に設けられた開閉用ブロック１８１を引っかけて開閉
する流体圧シリンダ１８２が採用されている。この流体圧シリンダ１８２はテストチャン
バ３０１側に取り付けられている。そして、図６および図７に示すように、停止状態にあ
るＩＣキャリアＣＲに対して流体圧シリンダ１８２のロッドを後退させることで、シャッ
タ１５に設けられた開閉用ブロック１８１を引っかけながら当該シャッタ１５を開く。ま
た、被試験ＩＣの搭載が終了したら、流体圧シリンダ１８２のロッドを前進させることで
当該シャッタ１５を閉じる。
【００６１】
これに対して、テストヘッド３０２の近傍位置ＣＲ５においては、ＩＣキャリアＣＲ自体
が図外の水平搬送装置によって移動するので、これを利用してシャッタ１５を開閉する。
たとえば、ＩＣキャリアＣＲは位置ＣＲ４から位置ＣＲ５へ向かって水平に搬送されるが
、この途中にシャッタ１５を開閉するためのストッパを、テストチャンバ３０１側であっ
て、ＩＣキャリアＣＲが位置ＣＲ４から位置ＣＲ５へ移動する際にシャッタ１５の開閉用
ブロック１８１に当接する位置に設ける。また、このストッパを設ける位置は、ＩＣキャ
リアＣＲが位置ＣＲ５で停止したときにちょうどシャッタ１５が全開する位置でもある。
本例ではシャッタ１５に２つの開閉用ブロック１８１が設けられているので、ストッパも
２つ設ける。これによりＩＣキャリアＣＲの水平搬送にともなってシャッタ１５も全開す
ることとなる。
【００６２】
ＩＣキャリアＣＲをこの位置ＣＲ５からＣＲ６へ搬送する際に、シャッタ１５を閉じる必
要がある。このため、たとえば上述したストッパにカム面を形成しておき、ＩＣキャリア
ＣＲが位置ＣＲ５から位置ＣＲ６へ向かって搬送される際に、シャッタ１５の開閉用ブロ
ック１８１の後端部が当該カム面に当接し続けることによりシャッタ１５は徐々に閉塞す
ることになる。
【００６３】
ちなみに、第２の移送装置２０５や第３の移送装置３０４の可動ヘッド２０５ｃ，３０４
ｂには、被試験ＩＣの受け渡しの際にＩＣキャリアＣＲとの位置合わせを行うための位置
決め用ピンが設けられている。代表例として図６に第２の移送装置２０５の可動ヘッド２
０５ｃを示すが、第３の移送装置３０４の可動ヘッド３０４ｂについても同様の構成とさ
れている。
【００６４】
同図に示すように、可動ヘッド２０５ｃには、位置決め用ピン２０５ｅ，２０５ｅが一つ
の被試験ＩＣを跨いで２つ設けられている。このため、ＩＣキャリアＣＲのプレート１１
側には、この位置決め用ピン２０５ｅ，２０５ｅがそれぞれ係合する位置決め用孔１１３
，１１３が形成されている。特に限定されないが、本例では、一方の位置決め用孔１１３
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（図６においては右側）を真円孔とし、他方の位置決め用孔（同図においては左側）を幅
方向に長い長円孔とし、これにより主として一方の位置決め孔１１３にて位置合わせを行
うとともに他方の位置決め用孔１１３で位置決め用ピン２０５ｅとの位置誤差を吸収する
こととしている。また、それぞれの位置決め用孔１１３の上面には位置決め用ピン２０５
ｅを呼び込むためのテーパ面が形成されている。
【００６５】
なお、図７に示す符号「１５３」は、シャッタ１５を開いたときに、位置決め用ピン２０
５ｅが位置決め用孔１１３に係合できるための開口部である。
【００６６】
また、本実施形態の電子部品試験装置１では、テストヘッド３０２の近傍位置ＣＲ５にお
いて第３の移送装置３０４によって全ての被試験ＩＣがテストヘッド３０２へ移送される
と、ＩＣキャリアＣＲは当該位置ＣＲ５から位置ＣＲ６へ戻されるが、このときそのＩＣ
キャリアＣＲのＩＣ収容部１４の何れにも被試験ＩＣが残留していないことを確認するた
めに、残留検出装置が設けられている。
【００６７】
この残留検出装置は、図４に示す位置ＣＲ５からＣＲ６の途中に設けられた光電センサを
有し、図６に示すＩＣキャリアＣＲの中心線ＣＬに沿ってＺ軸方向に検出光を照射しこれ
を受光する。この検出光を通過させるために、プレート１１のＩＣ収容部１４の底面には
それぞれ貫通孔１１１が設けられ、シャッタ１５にもそれぞれのＩＣ収容部１４に対応す
る位置に貫通孔１５４が設けられている。これにより、ＩＣキャリアＣＲが被試験ＩＣの
受け渡しを終えて位置ＣＲ５からＣＲ６へ移動するときに、その水平搬送装置のエンコー
ダから移動パルス信号を受け取り、これによりＩＣキャリアＣＲのＩＣ収容部１４の位置
タイミングを確認するとともに、そのタイミングにおける光電センサの受光状況を確認す
る。ここで、もしＩＣ収容部１４に被試験ＩＣが残っていたら、光電センサによる受光は
確認されないので、たとえば警報を発して異常である旨を喚起する。
【００６８】
本実施形態のテストヘッド３０２には、８個のコンタクト部３０２ａが一定のピッチＰ２

　で設けられており、図８に示されるように、コンタクトアームの吸着ヘッド３０４ｃも
同一ピッチＰ２　で設けられている。また、ＩＣキャリアＣＲには、ピッチＰ１　で１６
個の被試験ＩＣが収容され、このとき、Ｐ２　＝２・Ｐ１　の関係とされている。
【００６９】
テストヘッド３０２に対して一度に接続される被試験ＩＣは、同図に示すように１行×１
６列に配列された被試験ＩＣに対して、１列おきの被試験ＩＣ（斜線で示す部分）が同時
に試験される。
【００７０】
つまり、１回目の試験では、１，３，５，７，９，１１，１３，１５列に配置された８個
の被試験ＩＣをテストヘッド３０２のコンタクト部３０２ａに接続して試験し、２回目の
試験では、ＩＣキャリアＣＲを１列ピッチ分Ｐ１　だけ移動させて、２，４，６，８，１
０，１２，１４，１６列に配置された被試験ＩＣを同様に試験する。このため、テストヘ
ッド３０２の両側の位置ＣＲ５に搬送されてきたＩＣキャリアＣＲは、図外の水平搬送装
置によってその長手方向にピッチＰ１　だけ移動する。
【００７１】
ちなみに、この試験の結果は、ＩＣキャリアＣＲに付された例えば識別番号と、当該ＩＣ
キャリアＣＲの内部で割り当てられた被試験ＩＣの番号で決まるアドレスに記憶される。
【００７２】
本実施形態の電子部品試験装置１において、テストヘッド３０２のコンタクト部３０２ａ
へ被試験ＩＣを移送してテストを行うために、第３の移送装置３０４がテストヘッド３０
２の近傍に設けられている。
【００７３】
図９は吸着装置の実施形態を示す正面図（図３のIX矢視図）、図１０は同吸着装置の要部
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断面および回路ブロックを示す図、図１１は同吸着ヘッドの吸着面を示す底面図である。
【００７４】
図１２に示す第３の移送装置３０４は、ＩＣキャリアＣＲの静止位置ＣＲ５およびテスト
ヘッド３０２の延在方向（Ｙ方向）に沿って設けられたレール３０４ａと、このレール３
０４ａによってテストヘッド３０２とＩＣキャリアＣＲの静止位置ＣＲ５との間を往復す
ることができる可動ヘッド３０４ｂと、この可動ヘッド３０４ｂに下向きに設けられた吸
着ヘッド３０４ｃとを備えている。
【００７５】
吸着ヘッド３０４ｃは、図示しない駆動装置（たとえば流体圧シリンダや電動モータ）に
よって上下方向にも移動できるように構成されている。この吸着ヘッド３０４ｃの上下移
動により、被試験ＩＣを吸着できるとともに、コンタクト部３０２ａに被試験ＩＣを押し
付けることができる。
【００７６】
本実施形態の吸着ヘッド３０４ｃをさらに詳細に説明する。
図９および図１０に示すように、吸着ヘッド３０４ｃは、図外のＺ軸方向駆動装置に取り
付けられて、コンタクト部３０２ａに対して昇降するプッシャベース３０４ｃ１と、この
プッシャベース３０４ｃ１に対してフローティング機構３０４ｃ６を介して取り付けられ
た可動ベース３０４ｃ３とからなり、可動ベース３０４ｃ３に被試験ＩＣを吸着するため
の吸着パッド３０４ｃ２が固定されている。
【００７７】
この様子を図１０および図１１に示すが、可動ベース３０４ｃ３に固定された吸着ヘッド
本体３０４ｃ１０は、ほぼ直方体形状とされ、内部に真空引きを行うための通孔３０４ｃ
１１が形成されている。また、弾性体からなる吸着パッド３０４ｃ２は、吸着ヘッド本体
３０４ｃ１０内に固定されており、真空引きしたときの吸着力はこの吸着パッド３０４ｃ
２の先端に付与される。
【００７８】
また、吸着ヘッド本体３０４ｃ１０の吸着面には、図１１に示すような複数（ここでは４
つ）の溝部３０４ｃ１２が形成されており、この通孔３０４ｃ１２は、被試験ＩＣが図１
０に示すようにコンタクト部３０２ａに押し付けられた状態において、吸着ヘッド本体３
０４ｃ１０の通孔３０４ｃ１１と外部とを連通する。なお、図１１に示された溝部３０４
ｃ１２の形状や数量は単なる例示であって、被試験ＩＣの自己発熱量やエアー温度等々の
諸条件に応じて適宜変更することができる。
【００７９】
この吸着ヘッド３０４ｃには、同図に示される空気圧回路３０５が設けられている。この
空気圧回路３０５は、工場エアー（工場内に引き廻されたエアー配管系）や専用のコンプ
レッサなどのエアー源３０５ａ（本発明の流体供給源に相当する。）と、圧縮エアーを駆
動源にして真空引きを行うエジェクタ３０５ｃと、このエジェクタ３０５ｃのＯＮ／ＯＦ
Ｆを行うエジェクタ弁３０５ｂとが直列的に接続され、この回路により生じた吸着力は吸
着ヘッド３０４ｃの通孔３０４ｃ１１を介して吸着パッド３０４ｃ２に付与される。
【００８０】
また、エアー源３０５ａから並列的に分岐された回路に破壊弁３０５ｅが設けられ、その
先端が同じく吸着ヘッド３０４ｃの通孔３０４ｃ１１に接続されている。この破壊弁３０
５ｅは、これを開くことでエアー源３０５ａからの圧縮エアーを吸着パッド３０４ｃ２に
供給し、これにより当該吸着パッド３０４ｃ２に付着した被試験ＩＣを解放する機能を有
するものである。つまり、被試験ＩＣの解放時には瞬間的に破壊弁３０５ｅが開かれる。
【００８１】
特に本実施形態では、この破壊弁３０５ｅからの圧縮エアーを利用して、被試験ＩＣのテ
スト時に生じる自己発熱を放熱させることとしている。すなわち、真空引きを行う際のエ
ジェクタ弁３０５ｂの開閉および被試験ＩＣを解放する際の破壊弁３０５ｅの開閉の制御
は、制御装置３０５ｆからの指令信号（電気的または空圧／油圧的の何れでも良い。）に
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より行われ、被試験ＩＣを吸着保持する際は破壊弁３０５ｅを閉じるとともにエジェクタ
弁３０５ｂを開き、この吸着保持された被試験ＩＣをコンタクト部３０２ａへ押し付ける
とエジェクタ弁３０５ｂも閉じる。
【００８２】
このとき、被試験ＩＣは吸着ヘッド３０４ｃとコンタクト部２０３ａとによって固定され
ているのでエアー源３０５ａは未使用となっている。したがって、エジェクタ弁３０５ｂ
を閉じたまま破壊弁３０５ｅを開き、エアー源３０５ａからの圧縮エアーを通孔３０４ｃ
１１を介して被試験ＩＣに吹き付ける。これにより、一般的には常温とされている圧縮エ
アーが被試験ＩＣに吹き付けられ、さらに吸着面に形成された溝部３０４ｃ１２を通過し
て流れるので、被試験ＩＣが自己発熱してもこれを冷却することができる。
【００８３】
このとき、特に限定はされないが、図１０に示すように破壊弁３０５ｅの回路中に圧縮エ
アーの温度をコントロールする温度制御ユニット３０５ｄを設けておき、被試験ＩＣに吹
き付けられるエアーの温度を自己発熱量や試験温度に応じた適切な値とすることがより好
ましい。
【００８４】
なお、被試験ＩＣに圧縮エアーを吹き付けるに際し、破壊弁３０５ｅは常時開とする必要
はなく、たとえばＯＮ／ＯＦＦのデューティー比により流量をコントロールすることも可
能である。
【００８５】
プッシャベース３０４ｃ１と可動ベース３０４ｃ３との間に介装されるフローティング機
構３０４ｃ６は、以下のように構成されている。まず、後述する一方のガイド手段である
ガイドブッシュ３０２ａ２に係合するガイドピン３０４ｃ５は、その中央部にて可動ベー
ス３０４ｃ３に固定されており、その基端はプッシャベース３０４ｃ１に固定された小径
のピン３０４ｃ７に挿通されている。これにより、可動ベース３０４ｃ３は、プッシャベ
ース３０４ｃ１に対して、ＸＹ平面においてガイドピン３０４ｃ５と小径ピン３０４ｃ７
との空隙ぶんだけ移動可能となる。
【００８６】
また、可動ベース３０４ｃ３は、プッシャベース３０４ｃ１に対して、Ｚ軸方向の上方向
に移動可能となるが、これらプッシャベース３０４ｃ１と可動ベース３０４ｃ３との間に
介装されたスプリング３０４ｃ８によって、可動ベース３０４ｃ３はプッシャベース３０
４ｃ１から離間する方向に付勢されている。したがって、外力が作用しないときは、図９
に示す状態を維持するが、ガイドピン３０４ｃ５とガイドブッシュ３０２ａ２とが係合す
る際にＸ方向またはＹ方向に外力が作用すると、可動ベース３０４ｃ３はプッシャベース
３０４ｃ１に対してＸＹ平面内で移動することとなる。また、後述する流体圧シリンダ３
０４ｃ４が押圧ブロック３０４ｃ９を介して可動ベース３０４ｃ３を押圧したときに可動
ベース３０４ｃ３のＸＹ平面が傾いていると、スプリング３０４ｃ８の弾性力に抗して可
動ベース３０４ｃ３がプッシャベース３０４ｃ１に対してその姿勢を変えることになる。
【００８７】
本実施形態の吸着ヘッド３０４ｃでは、プッシャベース３０４ｃ１が装着されるベース３
０４ｂ１に流体圧シリンダ３０４ｃ４が固定され、また可動ベース３０４ｃ３には押圧ブ
ロック３０４ｃ９が取り付けられており、当該流体圧シリンダ３０４ｃ４のロッド先端は
、押圧ブロック３０４ｃ９の上面に当接してここを押圧し、これを介して可動ベース３０
４ｃ３が押圧される。
【００８８】
本実施形態の吸着ヘッド３０４ｃは、１枚の共通したプッシャベース３０４ｃ１に対して
、８個の可動ベース３０４ｃ３が互いに独立してフローティングするように設けられてお
り、上述した流体圧シリンダ３０４ｃ４も各可動ベース３０４ｃ３に対してそれぞれ独立
した位置（ベース３０４ｂ１）に設けられている。
【００８９】
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なお、可動ベース３０４ｃ３には、先端にテーパ面を有するガイドピン３０４ｃ５が固定
され、コンタクト部３０２ａにはガイドブッシュ３０２ａ２が固定されている。これらガ
イドピン３０４ｃ５およびガイドブッシュ３０２ａ２が本発明のガイド手段を構成するが
、吸着ヘッド３０４ｃがコンタクト部３０２ａに向かって下降したときに、ガイドピン３
０４ｃ５がテーパ面からガイドブッシュ３０２ａ２に係合することで、可動ベース３０４
ｃ３がコンタクト部３０２ａに対して位置合わせされることになる。
【００９０】
また、被試験ＩＣの種類が変わってコンタクト部３０２ａの品種交換を行う場合には、吸
着ヘッド３０４ｃについても品種交換が行われるが、本実施形態では図１１に示すプッシ
ャベース３０４ｃ１から下の部品をチェンジキットとして交換し、ベース３０４ｂ１や流
体圧シリンダ３０４ｃ４はそのまま汎用する。これにより、チェンジキットの構成部品が
最小となってコストダウンを図ることができるとともにチェンジキットの重量も最小とな
って交換作業性が向上する。
【００９１】
図１２に示すように、本実施形態の第３の移送装置３０４では、一つのレール３０４ａに
２つの可動ヘッド３０４ｂが設けられており、その間隔が、テストヘッド３０２とＩＣキ
ャリアＣＲの静止位置ＣＲ５との間隔に等しく設定されている。そして、これら２つの可
動ヘッド３０４ｂは、一つの駆動源（たとえばボールネジ装置）によって同時にＹ方向に
移動する一方で、それぞれの吸着ヘッド３０４ｃは、それぞれ独立の駆動装置によって上
下方向に移動する。
【００９２】
既述したように、それぞれの吸着ヘッド３０４ｃは、一度に８個の被試験ＩＣを吸着して
保持することができ、その間隔はコンタクト部３０２ａの間隔と等しく設定されている。
【００９３】
アンローダ部４００
アンローダ部４００には、上述した試験済ＩＣをチャンバ部３００から払い出すためのイ
グジットキャリアＥＸＴが設けられている。このイグジットキャリアＥＸＴは、図３およ
び図１２に示すように、テストヘッド３０２の両側それぞれの位置ＥＸＴ１と、アンロー
ダ部４００の位置ＥＸＴ２との間をＸ方向に往復移動できるように構成されている。テス
トヘッド３０２の両側の位置ＥＸＴ１では、図１２に示すように、ＩＣキャリアＣＲとの
干渉を避けるために、ＩＣキャリアの静止位置ＣＲ５のやや上側であって第３の移送装置
３０４の吸着ヘッド３０４ｃのやや下側に重なるように出没する。
【００９４】
イグジットキャリアＥＸＴの具体的構造は特に限定されないが、図５に示すＩＣキャリア
ＣＲのように、被試験ＩＣを収容できる凹部が複数（ここでは８個）形成されたプレート
で構成することができる。
【００９５】
このイグジットキャリアＥＸＴは、テストヘッド３０２の両側のそれぞれに都合２機設け
られており、一方がテストチャンバ３０１の位置ＥＸＴ１へ移動している間は、他方はア
ンローダ部４００の位置ＥＸＴ２へ移動するというように、ほぼ対称的な動作を行う。
【００９６】
図３に戻り、本実施形態の電子部品試験装置１では、イグジットキャリアＥＸＴの位置Ｅ
ＸＴ２に近接して、ホットプレート４０１が設けられている。このホットプレート４０１
は、被試験ＩＣに低温の温度ストレスを与えた場合に、結露が生じない程度の温度まで加
熱するためのものであり、したがって高温の温度ストレスを印加した場合には当該ホット
プレート４０１は使用する必要はない。
【００９７】
本実施形態のホットプレート４０１は、後述する第４の移送装置４０４の吸着ヘッド４０
４ｄが一度に８個の被試験ＩＣを保持できることに対応して、２列×１６行、都合３２個
の被試験ＩＣを収容できるようにされている。そして、第４の移送装置４０４の吸着ヘッ
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ド４０４ｄに対応して、ホットプレート４０１を４つの領域に分け、イグジットキャリア
ＥＸＴ２から吸着保持した８個の試験済ＩＣをそれらの領域に順番に置き、最も長く加熱
された８個の被試験ＩＣをその吸着ヘッド４０４ｄでそのまま吸着して、バッファ部４０
２へ移送する。
【００９８】
ホットプレート４０１の近傍には、それぞれ昇降テーブル４０５を有する２つのバッファ
部４０２が設けられている。図１３は図３の XIII-XIII線に沿う断面図であり、各バッフ
ァ部４０２の昇降テーブル４０５は、イグジットキャリアＥＸＴ２およびホットプレート
４０１と同じレベル位置（Ｚ方向）と、それより上側のレベル位置、具体的には装置基板
２０１のレベル位置との間をＺ方向に移動する。このバッファ部４０２の具体的構造は特
に限定されないが、たとえばＩＣキャリアＣＲやイグジットキャリアＥＸＴと同じように
、被試験ＩＣを収容できる凹部が複数（ここでは８個）形成されたプレートで構成するこ
とができる。
【００９９】
また、これら一対の昇降テーブル４０５は、一方が上昇位置で静止している間は、他方が
下降位置で静止するといった、ほぼ対称的な動作を行う。
【０１００】
以上説明したイグジットキャリアＥＸＴ２からバッファ部４０２に至る範囲のアンローダ
部４００には、第４の移送装置４０４が設けられている。この第４の移送装置４０４は、
図３および図１３に示すように、装置基板２０１の上部に架設されたレール４０４ａと、
このレール４０４ａによってイグジットキャリアＥＸＴ２とバッファ部４０２との間をＹ
方向に移動できる可動アーム４０４ｂと、この可動アーム４０４ｂによって支持され、可
動アーム４０４ｂに対してＺ方向に上下移動できる吸着ヘッド４０４ｃとを備え、この吸
着ヘッド４０４ｃが空気を吸引しながらＺ方向およびＹ方向へ移動することで、イグジッ
トキャリアＥＸＴから被試験ＩＣを吸着し、その被試験ＩＣをホットプレート４０１に落
とし込むとともに、ホットプレート４０１から被試験ＩＣを吸着してその被試験ＩＣをバ
ッファ部４０２へ落とし込む。本実施形態の吸着ヘッド４０４ｃは、可動アーム４０４ｂ
に８本装着されており、一度に８個の被試験ＩＣを移送することができる。
【０１０１】
ちなみに、図１３に示すように、可動アーム４０４ｂおよび吸着ヘッド４０４ｃは、バッ
ファ部４０２の昇降テーブル４０５の上昇位置と下降位置との間のレベル位置を通過でき
る位置に設定されており、これによって一方の昇降テーブル４０５が上昇位置にあっても
、干渉することなく他方の昇降テーブル４０５に被試験ＩＣを移送することができる。
【０１０２】
さらに、アンローダ部４００には、第５の移送装置４０６および第６の移送装置４０７が
設けられ、これら第３および第６の移送装置４０６，４０７によって、バッファ部４０２
に運び出された試験済の被試験ＩＣがカスタマトレイＫＴに積み替えられる。
【０１０３】
このため、装置基板２０１には、ＩＣ格納部１００の空ストッカＥＭＰから運ばれてきた
空のカスタマトレイＫＴを装置基板２０１の上面に臨むように配置するための窓部４０３
が都合４つ開設されている。
【０１０４】
第５の移送装置４０６は、図１，３および１３に示すように、装置基板２０１の上部に架
設されたレール４０６ａと、このレール４０６ａによってバッファ部４０２と窓部４０３
との間をＹ方向に移動できる可動アーム４０６ｂと、この可動アーム４０６ｂによって支
持され、可動アーム４０６ｂに対してＸ方向へ移動できる可動ヘッド４０６ｃと、この可
動ヘッド４０６ｃに下向きに取り付けられＺ方向に上下移動できる吸着ヘッド４０６ｄと
を備えている。そして、この吸着ヘッド４０６ｄが空気を吸引しながらＸ、ＹおよびＺ方
向へ移動することで、バッファ部４０２から被試験ＩＣを吸着し、その被試験ＩＣを対応
するカテゴリのカスタマトレイＫＴへ移送する。本実施形態の吸着ヘッド４０６ｄは、可
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動ヘッド４０６ｃに２本装着されており、一度に２個の被試験ＩＣを移送することができ
る。
【０１０５】
なお、本実施形態の第５の移送装置４０６は、右端の２つの窓部４０３にセットされたカ
スタマトレイＫＴにのみ被試験ＩＣを移送するように、可動アーム４０６ｂが短く形成さ
れており、これら右端の２つの窓部４０３には、発生頻度の高いカテゴリのカスタマトレ
イＫＴをセットすると効果的である。
【０１０６】
これに対して、第６の移送装置４０６は、図１，３および１３に示すように、装置基板２
０１の上部に架設された２本のレール４０７ａ，４０７ａと、このレール４０７ａ，４０
７ａによってバッファ部４０２と窓部４０３との間をＹ方向に移動できる可動アーム４０
７ｂと、この可動アーム４０７ｂによって支持され、可動アーム４０７ｂに対してＸ方向
へ移動できる可動ヘッド４０７ｃと、この可動ヘッド４０７ｃに下向きに取り付けられＺ
方向に上下移動できる吸着ヘッド４０７ｄとを備えている。そして、この吸着ヘッド４０
７ｄが空気を吸引しながらＸ、ＹおよびＺ方向へ移動することで、バッファ部４０２から
被試験ＩＣを吸着し、その被試験ＩＣを対応するカテゴリのカスタマトレイＫＴへ移送す
る。本実施形態の吸着ヘッド４０７ｄは、可動ヘッド４０７ｃに２本装着されており、一
度に２個の被試験ＩＣを移送することができる。
【０１０７】
上述した第５の移送装置４０６が、右端の２つの窓部４０３にセットされたカスタマトレ
イＫＴにのみ被試験ＩＣを移送するのに対し、第６の移送装置４０７は、全ての窓部４０
３にセットされたカスタマトレイＫＴに対して被試験ＩＣを移送することができる。した
がって、発生頻度の高いカテゴリの被試験ＩＣは、第５の移送装置４０６と第６の移送装
置４０７とを用いて分類するとともに、発生頻度の低いカテゴリの被試験ＩＣは第６の移
送装置４０７のみによって分類することができる。
【０１０８】
こうした、２つの移送装置４０６，４０７の吸着ヘッド４０６ｄ，４０７ｄが互いに干渉
しないように、図１および図１３に示すように、これらのレール４０６ａ，４０７ａは異
なる高さに設けられ、２つの吸着ヘッド４０６ｄ，４０７ｄが同時に動作してもほとんど
干渉しないように構成されている。本実施形態では、第５の移送装置４０６を第６の移送
装置４０７よりも低い位置に設けている。
【０１０９】
ちなみに、図示は省略するが、それぞれの窓部４０３の装置基板２０１の下側には、カス
タマトレイＫＴを昇降させるための昇降テーブルが設けられており、試験済の被試験ＩＣ
が積み替えられて満杯になったカスタマトレイＫＴを載せて下降し、この満杯トレイをト
レイ移送アームに受け渡し、このトレイ移送アームによってＩＣ格納部１００の該当する
ストッカＵＬ１～ＵＬ５へ運ばれる。また、カスタマトレイＫＴが払い出されて空となっ
た窓部４０３には、トレイ移送アームによって空ストッカＥＭＰから空のカスタマトレイ
ＫＴが運ばれ、昇降テーブルに載せ替えられて窓部４０３にセットされる。
【０１１０】
本実施形態の一つのバッファ部４０２には、１６個の被試験ＩＣが格納でき、またバッフ
ァ部４０２の各ＩＣ格納位置に格納された被試験ＩＣのカテゴリをそれぞれ記憶するメモ
リが設けられている。
【０１１１】
そして、バッファ部４０２に預けられた被試験ＩＣのカテゴリと位置とを各被試験ＩＣ毎
に記憶しておき、バッファ部４０２に預けられている被試験ＩＣが属するカテゴリのカス
タマトレイＫＴをＩＣ格納部１００（ＵＬ１～ＵＬ５）から呼び出して、上述した第３お
よび第６の移送装置４０６，４０７で対応するカスタマトレイＫＴに試験済ＩＣを収納す
る。
【０１１２】
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次に動作を説明する。
ＩＣ格納部１００のストッカＬＤには、試験前のＩＣが搭載されたカスタマトレイＫＴが
収納されており、このカスタマトレイＫＴをローダ部２００の窓部２０２にセットする。
装置基板２０１の上面に臨んだこのカスタマトレイＫＴから、第１の移送装置２０４を用
いて、一度にたとえば４個の被試験ＩＣを吸着し、これを一旦ピッチコンバーションステ
ージ２０３に落とし込んで被試験ＩＣの位置修正とピッチ変更とを行う。
【０１１３】
次に、第２の移送装置２０５を用いて、ピッチコンバーションステージ２０３に落とし込
まれた被試験ＩＣを一度にたとえば４個ずつ吸着し、入口３０３からテストチャンバ３０
１内へ運び込んで、位置ＣＲ１に静止しているＩＣキャリアＣＲに載せる。テストチャン
バ３０１内には、位置ＣＲ１が２箇所に設けられているので、第２の移送装置２０５は、
これら２箇所のＩＣキャリアＣＲに対して交互に被試験ＩＣを運ぶ。このとき、ＩＣキャ
リアＣＲのシャッタ１５は流体圧シリンダ１８２（図４参照）によって開閉することにな
る。
【０１１４】
それぞれの位置ＣＲ１で被試験ＩＣが１６個載せられると、ＩＣキャリアＣＲは、図４に
示す順序ＣＲ１→ＣＲ２→…→ＣＲ４でテストチャンバ３０１内を搬送され、この間に、
被試験ＩＣに対して高温又は低温の温度ストレスが与えられる。
【０１１５】
試験前ＩＣが搭載されたＩＣキャリアＣＲが、テストヘッド３０２の両側の位置ＣＲ５ま
で運ばれると、図外のストッパによってＩＣキャリア１５のシャッタ１５が開き、図１２
（Ａ）に示すように第３の移送装置３０４の一方の吸着ヘッド（ここでは左側）３０４ｃ
が下降して被試験ＩＣを１つおきに吸着し（図８参照）、再び上昇してここで待機する。
これと同時に、他方の吸着ヘッド（ここでは右側）３０４ｃは、吸着した８個の被試験Ｉ
Ｃをテストヘッド３０２のコンタクト部３０２ａに押し付けてテストを実行する。なお、
被試験ＩＣを吸着保持する際には、図１０に示すように制御装置３０５ｆからエジェクタ
弁３０５ｂおよび破壊弁３０５ｅに指令信号が送出され、破壊弁３０５ｅが閉じられると
ともにエジェクタ弁３０５ｂが開かれる。
【０１１６】
このとき、左側のＩＣキャリアＣＲ５の上側にはイグジットキャリアＥＸＴ（二点鎖線で
示す。）は存在せず、テストチャンバ３０１の外の位置ＥＸＴ２に移動している。また、
右側のＩＣキャリアＣＲ５の上側のうちＥＸＴ１にはイグジットキャリアＥＸＴが存在し
、右側の吸着ヘッド３０４ｃに吸着された被試験ＩＣのテストが終了するのを待機する。
【０１１７】
図９に示すように、８個の被試験ＩＣを吸着パッド３０４ｃ２に吸着した吸着ヘッド３０
４ｃは、図外のＺ軸駆動装置によってその全体が下降し、このときガイドピン３０４ｃ５
がガイドブッシュ３０２ａ２に係合することで、可動ベース３０４ｃ３がコンタクト部３
０２ａに対して適正な位置にフローティングする。
【０１１８】
被試験ＩＣの半田ボール端子ＨＢがコンタクト部３０２ａのコンタクトピン３０２ａ１に
接触する前後において、流体圧シリンダ３０４ｃ４を作動させてロッド先端を前進させる
ことで押圧ブロック３０４ｃ９を介して可動ベース３０４ｃ３の上面を押圧する。この押
圧作用により、吸着ヘッド３０４ｃのプッシャベース３０４ｃ１の全体が熱ストレスある
いは加工不良によって変形していても、これを吸収することができ、被試験ＩＣのそれぞ
れの半田ボール端子ＨＢが各コンタクトピン３０２ａ１に押し付けられる力がほぼ均等に
なる。
【０１１９】
また、被試験ＩＣがコンタクト部３０２ａに押し付けられると、それまでの真空引きは必
要なくなるので、制御装置３０５ｆからエジェクタ弁３０５ｂへ指令信号を送出し、当該
エジェクタ弁３０５ｂを閉じる。
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【０１２０】
そして、エジェクタ弁３０５ｂを閉じたまま破壊弁３０５ｅを開き、エアー源３０５ａか
らの圧縮エアーを通孔３０４ｃ１１を介して被試験ＩＣに吹き付ける。これにより、一般
的には常温とされている圧縮エアーまたは温度制御ユニット３０５ｄによって適切な温度
とされた圧縮エアーが被試験ＩＣに吹き付けられ、さらに吸着面に形成された溝部３０４
ｃ１２を通過して流れるので、被試験ＩＣが自己発熱してもこれを冷却することができる
。
【０１２１】
こうして右側の吸着ヘッド３０４ｃに吸着された８個の被試験ＩＣのテストが終了すると
、図１２（Ｂ）に示すように、これらの可動ヘッド３０４ｂ，３０４ｂを右側へ移動させ
、左側の吸着ヘッド３０４ｃに吸着した８個の被試験ＩＣをテストヘッド３０２のコンタ
クト部３０２ａに押し付けてテストを行う。
【０１２２】
一方、右側の吸着ヘッド３０４ｃに吸着された８個の試験済ＩＣは、待機していたイグジ
ットキャリアＥＸＴに載せられ、次いで、この試験済ＩＣが載せられたイグジットキャリ
アＥＸＴは、テストチャンバ３０１内の位置ＥＸＴ１からテストチャンバ３０１外の位置
ＥＸＴ２へ移動する。
【０１２３】
こうして、イグジットキャリアＥＸＴがテストチャンバ３０１外へ移動すると、右側の吸
着ヘッド３０４ｃは、右側の位置ＣＲ５にあるＩＣキャリアＣＲに向かって下降し、残り
の８個の被試験ＩＣを吸着して再び上昇し、左側の吸着ヘッド３０４ｃに吸着された被試
験ＩＣのテストが終了するのを待機する。この吸着ヘッド３０４ｃが吸着する前に、ＩＣ
キャリアＣＲは、残りの被試験ＩＣを吸着ヘッド３０４ｃで吸着できるように、ピッチＰ

１　だけ移動する（図８参照）。
【０１２４】
これと相前後して、左側のイグジットキャリアＥＸＴがテストチャンバ３０１内へ移動し
、左側の吸着ヘッド３０４ｃに吸着された被試験ＩＣのテストが終了するのをこの位置Ｅ
ＸＴ１で待機する。
【０１２５】
こうして、左側の吸着ヘッド３０４ｃに吸着された被試験ＩＣのテストが終了すると、こ
れらの可動ヘッド３０４ｂ，３０４ｂを左側へ移動させ、右側の吸着ヘッド３０４ｃに吸
着した残りの８個の被試験ＩＣをテストヘッド３０２のコンタクト部３０２ａに押し付け
てテストを行う。
【０１２６】
一方、左側の吸着ヘッド３０４ｃに吸着された８個の試験済ＩＣは、待機していたイグジ
ットキャリアＥＸＴに載せられ、次いで、この試験済ＩＣが載せられたイグジットキャリ
アＥＸＴは、テストチャンバ３０１内の位置ＥＸＴ１からテストチャンバ３０１外の位置
ＥＸＴ２へ移動する。
【０１２７】
以下この動作を繰り返すが、一つのコンタクト部３０２ａに対して、こうした２つの吸着
ヘッド３０４ｃを交互にアクセスさせ、一方が他方のテストが終了するのを待機するので
、一方の吸着ヘッド３０４ｃに被試験ＩＣを吸着する時間が他方のテスト時間に吸収され
ることになり、その分だけインデックスタイムを短縮することができる。
【０１２８】
一方、上述したテストヘッド３０２でのテストを終了した被試験ＩＣは、８個ずつ、２つ
のイグジットキャリアＥＸＴによって交互にテストチャンバ３０１外の位置ＥＸＴ２へ払
い出される。
【０１２９】
図１３に示すように、イグジットキャリアＥＸＴによって右側の位置ＥＸＴ２に払い出さ
れた８個の試験済ＩＣは、第４の移送装置４０４の吸着ヘッド４０４ｃに一括して吸着さ
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れ、ホットプレート４０１の４つの領域のうちの一つの領域に載せられる。なお、以下の
本実施形態では低温の熱ストレスを印加した場合を想定して説明するが、高温の熱ストレ
スを印加した場合には、イグジットキャリアＥＸＴから直接バッファ部４０２へ運ばれる
。
【０１３０】
ホットプレート４０１の一つの領域に試験済ＩＣを運んできた第４の移送装置４０４の吸
着ヘッド４０４ｃは、原位置に戻ることなく、それまでホットプレート４０１に載せた試
験済ＩＣの中で最も時間が経過した８個のＩＣをその位置で吸着し、下降位置にある方の
バッファ部４０２の昇降テーブル４０５（ここでは右側）にその加熱された試験済ＩＣを
載せ替える。
【０１３１】
図１３に示すように、第４の移送装置４０４のその前の動作によって８個の試験済ＩＣが
載せられた左側の昇降テーブル４０５は、上昇位置まで移動するとともに、これにともな
って右側の昇降テーブル４０５は下降位置まで移動する。上昇位置に移動した左側の昇降
テーブル４０５には、８個の試験済ＩＣが搭載されており、これらの試験済ＩＣは、第５
および第６の移送装置４０６，４０７により、テスト結果の記憶内容にしたがって該当す
るカテゴリのカスタマトレイＫＴに移送される。図１３は、第５の移送装置４０６により
試験済ＩＣをカスタマトレイＫＴに載せ替える例を示している。
【０１３２】
以下こうした動作を繰り返して、試験済ＩＣを該当するカテゴリのカスタマトレイＫＴへ
載せ替えるが、アンローダ部４００において、第４の移送装置４０４と第５又は第６の移
送装置４０６，４０７とを異なるレベル位置に配置することで、第４の移送装置４０４と
第５および第６の移送装置４０６，４０７とを同時に動作させることができ、これによっ
てスループットを高めることができる。
【０１３３】
なお、以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであっ
て、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に開
示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨で
ある。
【０１３４】
【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、テスト中に生じる自己発熱が周囲に放熱されるので、
特に高温テストなどで問題とされる過熱による電子部品の破壊または損傷を防止すること
ができる。
【０１３５】
また、高温テストに限らず、流体を吹き付けることにより自己発熱による昇温が抑制され
るので、目的とする正確な温度でテストを行うことができ、テスト結果の信頼性が向上す
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電子部品試験装置の実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１の電子部品試験装置における被試験ＩＣの取り廻し方法を示す概念図である
。
【図３】図１の電子部品試験装置に設けられた各種の移送装置を模式的に示す平面図であ
る。
【図４】図１の電子部品試験装置に適用されたＩＣキャリアの搬送経路を説明するための
要部斜視図である。
【図５】図１の電子部品試験装置に適用されたＩＣキャリアの実施形態を示す斜視図であ
る。
【図６】図５の VI-VI線に沿う断面図（シャッタ閉）である。
【図７】図５の VII-VII線に沿う断面図（シャッタ開）である。
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【図８】図１の電子部品試験装置のテストチャンバにおける被試験ＩＣのテスト順序を説
明するための平面図である。
【図９】本発明の吸着装置の実施形態を示す正面図（図３のIX矢視図）である。
【図１０】本発明の吸着装置の実施形態の要部断面および回路ブロックを示す図である。
【図１１】図１０に示す吸着ヘッドの吸着面を示す底面図である。
【図１２】図１の電子部品試験装置のテストチャンバにおける被試験ＩＣの取り廻し方法
を説明するための断面図（図３の XII-XII線相当）である。
【図１３】図１の電子部品試験装置のアンローダ部における被試験ＩＣの取り廻し方法を
説明するための断面図（図３の XIII-XIII線相当）である。
【符号の説明】
１…電子部品試験装置
１００…ＩＣ格納部
２００…ローダ部
３００…チャンバ部
３０１…テストチャンバ
３０２…テストヘッド
３０２ａ…コンタクト部
３０４…第３の移送装置
３０４ｃ…吸着ヘッド（吸着装置）
３０４ｃ１０…吸着ヘッド本体
３０４ｃ１１…通孔
３０４ｃ１２…溝部
３０５…空気圧回路
３０５ａ…エアー源（流体供給源）
３０５ｂ…エジェクタ弁（吸着力付与手段）
３０５ｃ…エジェクタ（吸着力付与手段）
３０５ｄ…温度制御ユニット
３０５ｅ…破壊弁（吸着力破壊手段）
３０５ｆ…制御装置（制御手段）
４００…アンローダ部
ＣＲ…ＩＣキャリア
ＥＸＴ…イグジットキャリア
ＩＣ…電子部品
ＨＢ…半田ボール（端子）
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